
播磨町みんなの居場所づくり応援補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、播磨町みんなの居場所づくり事業を推進するため、播磨町（以下
「町」という。）内でみんなの居場所（播磨町みんなの居場所づくり事業実施要綱（令和
７年要綱第50号）第２条に規定する場所をいう。以下「居場所」という。）を運営する法
人又は団体（以下「運営団体等」という。）に対して、居場所の運営に要する経費の一部
について、播磨町みんなの居場所づくり応援補助金（以下「補助金」という。）を交付す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。
（補助金の交付対象者）
第２条　補助金の交付の対象となる運営団体等は、次に掲げる要件の全てを満たすものとす
る。
(１)　町内で居場所を運営し、又は運営しようとする運営団体等であること。
(２)　補助金の交付の決定後、６月以上継続して町内で居場所を運営するための事業計画
及び財政計画を有していること。
(３)　住民が幅広く参加できるよう広報活動等を行い、特定の者しか参加できない居場所
の運営を行わないこと。
(４)　原則として、月１回以上自主的かつ継続的に居場所を運営すること。ただし、災害
その他特別な事情により実施できない場合は、この限りでない。
(５)　保健衛生上又は食物アレルギーの有無に対する配慮を含む安全管理上において、適
切な配慮又は対応ができること。
(６)　法令及び公序良俗に反しないこと。
(７)　営利を目的としていないこと。
(８)　政治、宗教及び思想活動を目的としていないこと。
（補助金の対象経費）
第３条　補助金の交付対象となる経費は、別表に掲げる費用のうち、町長が必要かつ適当と
認めるものであって、申請する日の属する年度の４月１日から翌年３月31日までの間に支
出する費用とする。ただし、国、兵庫県、町その他の団体から同種の補助金の交付を受け
ている費用を除く。
（補助金の額）
第４条　補助金の額は、別表に掲げる各区分の額の合計額とし、予算の範囲内で町長が決定
する。
（補助金の交付申請及び請求）
第５条　補助金の交付を受けようとする運営団体等は、播磨町みんなの居場所づくり応援補
助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなけれ
ばならない。
(１)　播磨町みんなの居場所運営者情報（様式第２号）
(２)　播磨町みんなの居場所計画書（様式第３号）
(３)　収支予算書（様式第４号）



(４)　前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
（補助金の交付決定及び通知）
第６条　町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類
等を審査の上で、補助金の交付の可否を決定し、播磨町みんなの居場所づくり応援補助金
交付（不交付）決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。
（補助金の交付）
第７条　町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた運営団体等（以下「補助団
体」という。）に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
（変更交付申請）
第８条　補助団体は、第５条の規定による申請事項について変更が生じた場合は、速やかに
播磨町みんなの居場所づくり応援補助金変更交付申請書（様式第６号）に、同条に掲げる
書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。
２　町長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、播磨町み
んなの居場所づくり応援補助金変更交付（不交付）決定通知書（様式第７号）により、補
助団体に通知するものとする。
（実績報告）
第９条　補助団体は、居場所の運営を完了したときは、播磨町みんなの居場所づくり応援補
助金実績報告書（様式第８号）に、次に掲げる書類を添えて速やかに町長に報告するもの
とする。
(１)　収支決算書（様式第９号）
(２)　居場所の運営に係る費用の支払を証する書類
(３)　前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
（補助金の額の確定）
第10条　町長は、前条の規定による実績報告がされたときは、これを審査した上で交付すべ
き補助金の額を確定し、播磨町みんなの居場所づくり応援補助金交付額確定通知書（様式
第10号）により、補助団体に通知するものとする。
２　町長は、前項の規定により確定した補助金の額と第６条又は第８条の規定により既に交
付決定した補助金の額に差額があるときは、前条の規定による精算に基づき追加交付し、
又は期限を定めて返納させるものとする。
（交付決定の取消し等）
第11条　町長は、補助団体が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定
を取り消すことができるものとする。
(１)　第２条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(２)　偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(３)　補助金をその目的以外に使用したとき。
(４)　その他町長が不適当と認めたとき。
２　町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金
を交付しているときは、期限を指定してその返還を命じなければならない。
（書類の備付け）



第12条　補助団体は、居場所の運営の状況、費用の収支、その他の運営に関係する事項を明
らかにする書類等を備え、これを補助金の交付を受けた年度の終了後５年間保存しなけれ
ばならない。
（調査又は報告）
第13条　町長は、補助金の適正な執行を確認するためその他必要があると認めるときは、補
助団体に対して前条の書類等を閲覧し、若しくはその提出を求めて運営状況を調査し、又
は必要な報告を求めることができる。
（委任）
第14条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定め
る。
附　則

この要綱は、公布の日から施行する。
別表（第３条関係）

　　区分 項目 　　　　補助限度額

居場所の運営に際して支出した
月額5,000円。ただし、運営

次に掲げる費用
団体等が利用者から徴収した
金銭等があるときは、当該徴

１　食材費
収金等の額を控除した額と5,運営補助金（運営

２　消耗品費
費分） 000円を比較して、その少な

３　使用料
い方の額（その額に100円未

４　光熱水費
満の端数があるときは、これ

５　印刷費
を切り捨てる。）

６　運営に係る保険料

運営補助金（食品 食品衛生責任者養成講習会受講 10,000円（１年度当たり１運
衛生分） 料 営団体等につき１人のみ）



様式第１号（第５条関係）





様式第２号（第５条関係）



様式第３号（第５条関係）



様式第４号（第５条関係）



様式第５号（第６条関係）



様式第６号（第８条関係）





様式第７号（第８条関係）



様式第８号（第９条関係）





様式第９号（第９条関係）



様式第10号（第10条関係）


